
□⑤その他の収入（一時収入等）があった。

被扶養者ごとに、該当する□にチェックを入れると、必要な添付書類が確認できます。なお、別居の場合は、別居理由によって、
仕送りの状況が確認できる書類の提出が必要となる場合があります。(皆さまへ配付しているパンフレット＜Ａ３横用紙＞の
「３．確認書類一覧表」と「３－１.被保険者と別居している被扶養者の場合」も併せてご覧下さい。）

確認書類チェックシートについて

その他（上記に該当しないケース等）、詳しいことは所属の健康保険担当箇所までお問い合わせください。

書類Ａ ：在学証明書（写）または学生証（写）

※書類Ａが提出できない場合は、令和5年度＜令和4年分＞所得（課税・非課税）証明書（写）

を提て下さい。

書類Ｂ ：令和5年度＜令和4年分＞所得（課税・非課税）証明書（写）

書類Ｃ ：令和4年１月１日～１２月３１日間の収入が分かる下記いずれかの書類（コピー[写]可）

●令和４年分源泉徴収票

※支払者欄が手書きの場合は、社印もしくは代表者印が押されているものを提出下さい。

●令和５年度＜令和４年分＞所得（課税・非課税）証明書

※令和５年度市町村民税の決定通知書でも可。

●健保が定める「給与等支給額証明書」

●令和４年分確定申告書（第一表・第二表）および収支内訳書

●令和４年の年収が確認できる公的書類

書類Ｄ ：令和４年分確定申告書 および収支内訳書（コピー[写]可）
※確定申告を実施していない場合は、令和５年度＜令和４年分＞所得証明書と「直接的必要経費
申告書」を提出下さい。申告書の総収入が収入限度額を超過する場合は、その裏付けとなる領収
証（写）も併せて提出下さい。

書類Ｅ ：令和５年 年金額改定通知書 または年金振込通知書（コピー[写]可）

※年金の源泉徴収票は添付書類として認めておりません。

・「公的年金」は、令和５年４月以降に年金事務所から送付された通知書を提出下さい。

・「個人年金」は、令和５年１月以降に保険会社等から送付された通知書を提出下さい。

書類 Ａ を添付
□①無職無収入であった。

□②給与による収入があった。

□③事業による収入があった。

書類 Ｃ を添付

□④年金による収入があった。

書類 Ｄ を添付

□別居である。

□別居理由が単身赴任、
長期出張、就学（下宿）
里帰り出産 である。

□上記以外が理由
である。

□同居である。

添付書類不要

□上記以外であった。

□被保険者の配偶者で
ある。

□前年が学生であった。

書類 Ｂ を添付

仕送り状況が確認できる書類（※）（R４年１月～１２月の実績
（全て）が必要です。

（※）振込依頼書（控）、預金通帳（写）等を添付し下矢印へ進む。

・仕送り状況が確認できる書類は添

付不要です。

・収入状況等を確認する添付書類

の有無については、右へ進んで確

認してください。

前年の収入状況について

該当する番号全てに☑願います。

令和 5年度用

書類 Ｅ を添付

書類 Ｄ を添付


